
い
よ
い
よ
人
事
異
動
の
作
業
が
始

ま
り
ま
す
。
し
か
し
、
多
忙
な
中
で
な

か
な
か
情
報
が
得
ら
れ
ず
、

「
希
望
地
区
を
ど
う
書
い
た
ら
よ
い
の

か
」

「
保
育
事
情
が
あ
る
が
、
ど
う
書
い
て

伝
え
れ
ば
よ
い
の
か
」

「
初
め
て
の
異
動
で
不
安
が
い
っ
ぱ
い
」

な
ど
、
例
年
、
多
く
の
質
問
が
支
部
に

寄
せ
ら
れ
ま
す
。

こ
ん
な
時
、
組
合
員
は
人
事
異
動
相

談
カ
ー
ド
（
ピ
ン
ク
カ
ー
ド
）
を
提
出

し
て
ご
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

９
月
下
旬
か
ら
は
区
教
委
の
校
長

聞
き
取
り
も
始
ま
り
ま
す
。
こ
の
時
期

に
希
望
や
事
情
を
し
っ
か
り
理
解
し
て

も
ら
い
伝
え
て
も
ら
う
こ
と
が
大
切
で

す
。人

事
異
動
は
異
動
要
綱
に
従
っ
て
行

わ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
全
て
の
希
望

が
か
な
え
ら
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
が
、

組
合
と
し
て
要
求
実
現
に
取
り
組
み
ま

す
。
組
合
に
加
入
し
て
い
な
い
方
も
ご

相
談
は
お
受
け
し
ま
す
。
こ
の
さ
い
ぜ

ひ
組
合
に
ご
加
入
く
だ
さ
い
。

異
動
要
綱
が
一
部
改
定

さ
れ
ま
す

Ｑ

予
定
さ
れ
て
い
る
異
動
要
綱
の
一

部
改
定
は
ど
の
よ
う
な
内
容
で
す

か
？

Ａ

職
員
団
体
向
け
情
報
提
供
資
料
に

よ
れ
ば
別
項
の
よ
う
な
内
容
で
す

（
抜
粋
）
。
都
教
組
は
、
正
式
文
書
は

全
教
員
に
配
布
す
る
よ
う
要
請
し
て

い
ま
す
。

Ｑ

新
規
採
用
か
ら
初
め
て
の
異
動
で

す
。
東
京
都
の
異
動
方
針
に
は

「
新
規
採
用
後
に
初
め
て
異
動
す

る
場
合
に
は
～
島
し
ょ
地
区
～
へ

の
異
動
の
対
象
と
し
～
」
と
あ
る

の
で
、
事
情
が
あ
っ
て
も
そ
の
困

難
な
理
由
を
書
け
な
い
と
言
わ
れ

た
の
で
す
が
・
・
・
？

Ａ

自
分
の
身
体
的
不
安
（
精
神
的

な
不
安
も
含
め
て
）
、
家
庭
の
事

情
な
ど
が
あ
る
場
合
に
は
、
島
し
ょ

や
特
別
支
援
学
級
に
無
理
矢
理
異

動
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
事
情
を
具
体

的
に
伝
え
る
こ
と
が
大
切

で
す
。

Ｑ

自
分
の
希
望
の
地
区
だ

け
で
な
く
沿
線
名
な
ど

も
書
け
る
の
で
し
ょ
う
か
。

Ａ
，
も
ち
ろ
ん
で
す
。
都
教
委
と
都
教

組
と
で
交
わ
し
た
一
問
一
答
と
で
確

認
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
己
の
異
動
の

意
見
欄
に
地
区
名
、
沿
線
名
な
ど
自

由
に
書
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

Ａ

保
育
、
病
気
、
介
護
な
ど
の
事
情

が
あ
る
場
合
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ

い
で
し
ょ
う
か
？

Ｑ

そ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
場
合
は
、

「
特
例
異
動
申
請
書
」
を
自
己
申
告

書
に
添
付
し
ま
す
。
保
育
、
本
人
病

気
、
介
護
の
順
に
効
力
が
あ
る
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
最
近
は
こ
う
し
た

申
請
書
を
出
す
こ
と
が
当
た
り
前

に
な
り
、
出
さ
な
い
こ
と
が
逆
に
不

利
に
な
り
ま
す
。
書
き
方
等
は
管
理

職
に
聞
く
と
教
え
て
く
れ
ま
す
が
、

組
合
で
も
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
い
ま

す
。

【
人
事
異
動
に
関
す
る
杉
並
支
部
へ
の

問
い
合
わ
せ
】

℡
３
３
９
９
・
８
７
１
９

（
火
・
水
・
木
の
１
時
か
ら
６
時
）

※
来
る
９
月
７
日
（
火
）
の
支
部
委

員
会
で
も
相
談
会
を
し
ま
す
。

去
る
８
月
25
日
（
水
）
、
杉
並
支

部
は
、
職
場
か
ら
の
声
、

ア
ン
ケ
ー

ト
に
基
づ
き
２
０
２
２
年
度
の
教
育

予
算
要
望
書
を
ま
と
め
、
区
教
育
委

員
会
に
直
接
要
請
し
ま
し
た
。

当
日
は
組
合
か
ら
執
行
部
、
専
門

部
の
役
員
が
出
席
し
、
職
場
の
実
態

を
率
直
に
訴
え
ま
し
た
。

（
要
望
内
容
は
次
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
）

９ 月 ７ 日 （ 火 ） 第 ５ 回 支 部 委 員 会 1 8 : 3 0 ～ 2 0 : 0 0 都 教 組 杉 並 支 部 事 務 所 ＆ Z o o m

組合員は人事異動相談カード（ピンクカード）を提出してください

東京都教職員組合
杉並支部情宣部
２０２1年
９月１日
ＮＯ.４

Tel 3399-8719
Fax 3399-3855

ホームページ ht
tp://tokyousosugi
nami.web.fc2.com

全
教
・
都
教
組

杉
並
支
部
ニ
ュ
ー
ス

人
事
異
動
は
９
月
が
大
切

教員の定期異動実施要綱の一部改定

（１）異なる３つ以上の地域の経験がない者で、真に

やむを得ない事情があると東京都教育委員会が

認めた者及び町村立小中学校の公募による異動

を希望する者については、同一地域内での異動

を認めることがある。ただし、同一地区内での

異動は認めない。

（２）Aステージに区立小中学校特別支援学級を追加、

Bステージに市立小中学校特別支援学級を追加。

（３）１校の実勤務年数が５年未満の者についてはス

テージ経験とみなさない。ただし、Cステージに

ついては１校で３年以上勤務した場合、１地区

に限り1ステージ経験とみなす。

（４）現任校において４級職（主幹教諭・指導教諭）

に昇任した場合、引き続き勤務した年数を合算

し、６年に達した者は、異動するものとする。
（５）５８歳以上の者も異動対象とする。

杉並支部のホー

ムページです。

区役所６階 教育委員会会議室にて

今年度の人事異動日程

９月下旬～１０月中旬 …区教委・校長聞き取り

１１月上中旬 …都教委・区教委ヒアリング

１１月下旬 …（３年未満異動６年以上残留）結果本人通知

２月中旬 …地区内異動・差し戻し内示

１月～２月 …都教委→区教委内示

２月下旬 …本人内示（教員）苦情対応

３月下旬 …事務・栄養職員本人内示


